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第２回法テラスの在り方に関する有識者検討会（提出資料）     2026 年 4 月 27 日 

一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク理事 生水 裕美 

１．地域における司法アクセスについて 

〇生活困窮者自立支援制度では、全国の自治体に生活困窮等の相談窓口（自立相談支援

機関）を設置（必須事業）し、相談員が寄り添いながら関係機関と連携し支援を行っています。

生活困窮の背景には、失業、多重債務、家庭問題など複数の課題が連鎖しており、相談者の

多くが民事法律扶助の対象者でもあるところから、相談員が司法ニーズをキャッチして法テラ

スへとつなぐ役割を担うことは、地域における司法アクセスとして有効であり重要です。 

〇自治体や支援機関から法テラスの利用に至る相談者だけでなく、法テラスが直接対応した

相談者の中にも、福祉的支援が必要と思われる相談者がいます。こうした相談者については、

法テラスから居住する自治体等に連絡して、福祉的支援につなぐことが必要です。そのために

は法テラスで相談のアセスメントを行い、自治体等につなげることの可能なコーディネーター

（スタッフ弁護士以外）を設置する必要があります。法テラスと自治体等が相互に繋がれる体

制をとることで、法的な問題と生活課題の両面から包括的な支援が可能となります。 

 

２．司法ソーシャルワークについて 

〇法的課題を抱える相談者は、法律以外にも様々な領域に関わる複数の課題を抱えているこ

とが多くあります。また、自治体の行政サービスは多様で複雑です。そのため相談者に対し、多

様で複雑な行政サービスの中から適切な支援を提供するには、法テラスのスタッフ弁護士等

が相談事例を抱え込むのではなく、法的支援はスタッフ弁護士等が担い、生活課題等の支援

は自治体等の関係機関が担うといったように役割分担し協力し合うことが必要です。こうした

多職種によるチーム支援の視点が司法ソーシャルワークに今もっとも必要とされています。 

〇生活困窮者自立支援法第９条に基づく「支援会議」は、関係機関による情報共有・検討の

場です。支援会議は守秘義務規定が課せられた会議体であり、一定の要件を満たせば本人

の同意がなくても関係機関間で情報共有が可能になります。また、相談者の支援プランを検討

する「支援調整会議」においても法律専門職が専門的見地から助言等をすることで、多職種と

の効果的な連携につながるため、こうした会議への参画が求められます。 

〇なお、厚生労働省は、【支援会議の構成員の開催にあたっては、弁護士や司法書士の参画を

検討すること、法律の専門家が支援調整会議・支援会議に参加した場合には、生活困窮者自

立相談支援事業費等負担金等の中から報酬を支出できる】と周知しています。 
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３．包括的支援の事例紹介（多制度の活用）  

（１）相談概要 

・相談者   30 代男性（失業で無職） 

・世帯     本人、妻、長女（小学生） 賃貸アパートで 3 人暮らし  

・相談内容 

  会社都合で解雇になり失業した。雇用保険の基本手当だけでは生活が苦しい。このままで

は家賃やカード借金 200 万円の支払いが払えなくなってしまう。妻は精神不安定で希死念

慮があるが病院にはいっていない。どうしたらよいか。 

（２）課題の整理 

・失業による収入減少・カード借金（多重債務）・家賃の支払い困難・妻の希死念慮 

（３）支援策・役割分担 （担当についてはＡ市の場合） 

支援対象者 支援概要 担当 

夫 
雇用保険の基本手当の受給申請 

※特定受給資格者のため給付制限期間なし 
ハローワーク 

夫 

妻・長女 

国民健康保険への加入手続き 

※非自発的失業者に係る保険料軽減の申請 

・倒産や解雇、雇い止め等により離職した人の保

険料負担を軽減する国の制度 

・前年の給与所得を 30%に換算し保険料を計算 

保険年金課 

夫 

妻 

国民年金への加入手続き 

※失業等による特例免除の申請 
保険年金課 

夫 
住居確保給付金の申請  

※家賃相当額を支給し就職活動を支援 

自立相談支援機関 

（住居確保給付金担当） 

夫 
就労支援 

※ハローワーク等と連携し伴走型で支援 

自立相談支援機関 

（就労支援担当） 

夫 

家計改善支援 

※家計の見直しにより生活再建を図る 

※弁護士（債務整理）と連携し伴走型で支援 

自立相談支援機関 

（家計改善支援担当） 

夫 
カード借金の債務整理 

※民事法律扶助制度を利用 

弁護士 

※法テラス 

妻 希死念慮の対応 健康推進課（保健師） 

妻 
自立支援医療（精神通院医療）の申請 

※医療費が原則 1 割負担 
健康推進課 

長女 

就学援助制度の申請 

※学用品費や修学旅行、給食費など学校でかか

る費用の一部を援助する制度 

学校教育課 
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４．（参考）自治体と弁護士会の連携事例について  

生活困窮者自立支援制度ニュースレター48 号（厚生労働省/生活困窮者自立支援室編集） 

※令和７年７月１日発行 https://www.mhlw.go.jp/content/001511648.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/001511648.pdf
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※大阪弁護士会では、「生活困窮者自立支援法律相談業務委託事業のご案内」というしおり

を作成されて、自治体に周知し連携を働きかけています。特徴的なのは、法律扶助制度の猶

予・免除制度を徹底活用し、相談者の経済的負担の軽減を図られていることです。 


